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○松本市海外留学生奨学基金条例施行規則 

平成元年４月１日 

規則第１９号 

（目的） 

第１条 この規則は、松本市海外留学生奨学基金条例（平成元年条例第５号。以下「条例」

という。）第９条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めることを目的

とする。 

（申請手続） 

第２条 奨学金の給付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定める期日

までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 海外留学生奨学金申請書（様式第１号） 

（２） 推薦書 （様式第２号） 

（３） 申請者及び親の住民票の写し（申請者及び親が住民基本台帳の閲覧に同意しない 

場合に限る。） 

（申請対象者） 

第３条 奨学金を申請できる者は、その年度内に留学する者とする。 

（給付人数及び金額） 

第４条 奨学金の給付人数及び給付金額は、予算で定める範囲内とする。 

２ 前項の給付は、一人一回限りとする。 

（書類の提出） 

第５条 奨学金の給付が決定した者（以下「奨学生」という。）は、別に指示された期日ま

でに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 誓約書（様式第３号） 

（２） 留学先の入学許可書又は留学を受け入れることを証明する書類の写し 

（奨学金の給付） 

第６条 市長は、前条に規定する書類を受理し適当と認めたときは、奨学金を一括して給付

する。 

（届出等の義務） 

第７条 奨学生は、留学を中止したときは、保証人の連署の上、速やかに海外留学中止届（様

式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 



2/4 

第８条 奨学生は、帰国後速やかに海外留学実績報告書（様式第５号）に必要な書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２年１２月１２日規則第５８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２５日規則第５８号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年７月２６日規則第７０号） 

この規則は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第２条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

様式第５号（第８条関係） 

 


